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【 請 求 項 １ 】
　 開 閉 部 材 に よ り 開 放 お よ び 閉 止 さ れ る 役 物 内 入 球 口 と 、 そ の 役 物 内 入 球 口 か ら 入 球 し た
遊 技 球 が 入 賞 可 能 な 特 定 領 域 と 、 上 記 役 物 内 入 球 口 か ら 上 記 特 定 領 域 に 至 る 遊 技 球 通 過 経
路 内 に 、 遊 技 球 の 挙 動 に 影 響 を 与 え る ス テ ー ジ と を 有 し 、 上 記 役 物 内 入 球 口 に 遊 技 球 が 入
球 し か つ そ の 入 球 し た 遊 技 球 が 上 記 特 定 領 域 に 入 賞 す る こ と で 、 非 特 別 遊 技 状 態 か ら 遊 技
者 に 有 利 な 特 別 遊 技 状 態 に 移 行 す る 遊 技 機 に お い て 、
　 上 記 ス テ ー ジ は 、 遊 技 球 案 内 方 向 と は 交 差 す る 方 向 に 、 複 数 に 分 割 さ れ て お り 、 各 分 割
部 の う ち 少 な く と も １ つ の 分 割 部 は 上 下 方 向 に 揺 動 し う る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

                                                                      

　 上 記 ス テ ー ジ は ２ 分 割 さ れ て 、 遊 技 球 案 内 方 向 の 上 流 側 か ら 第 １ 揺 動 部 材 と 第 ２ 揺 動 部
材 と を 構 成 し 、 か つ 、 各 揺 動 部 材 は 、 遊 技 球 案 内 方 向 と は 交 差 す る 方 向 に 設 け ら れ た ２ つ
の 軸 を 中 心 に 各 々 独 立 し て 揺 動 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

　 上 記 第 １ 揺 動 部 材 は 略 中 央 に 軸 が 配 置 さ れ る 一 方 、 第 ２ 揺 動 部 材 は 遊 技 球 案 内 方 向 の 下
流 端 近 傍 に 軸 が 配 置 さ れ 、 第 １ 揺 動 部 材 に お け る 遊 技 球 案 内 方 向 の 下 流 端 側 が 下 方 に 位 置
す る よ う に 第 ２ 揺 動 部 材 を 揺 動 さ せ る 一 方 、 第 ２ 揺 動 部 材 に お け る 遊 技 球 案 内 方 向 の 上 流
端 側 が 上 方 に 位 置 す る よ う に 第 ２ 揺 動 部 材 を 揺 動 さ せ る こ と に よ り 遊 技 球 停 留 状 態 を 出 現
さ せ る 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

　 駆 動 源 と 、 こ の 駆 動 源 に よ り 駆 動 さ れ る 回 動 体 と を 有 す る と 共 に 、 上 記 第 １ 揺 動 部 材 と
第 ２ 揺 動 部 材 と に は 、 各 々 案 内 溝 が 形 成 さ れ て お り 、 こ れ ら 案 内 溝 に 上 記 回 動 体 に 設 け ら
れ た 突 起 が 緩 や か に 嵌 ま り 込 ん で い る 、 請 求 項 ２ 又 は ３ に 記 載 の 遊 技 機 。
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